
被災者支援団体への交通費補助事業

事業概要

〇 近年、災害が激甚化・頻発化する中で、高齢化・過疎化が進む我が国においては、NPO・ボランティア団体等の被災者支援団体
が被災地に駆けつけ、災害時にきめ細かい被災者支援を行っている。

〇 被災者支援団体による活動の活性化を図るために、支援に駆けつけるNPO・ボランティア団体等の被災者支援団体の交通費
を補助する。

【 概 要 】被災地へ駆けつけるボランティア団体等への交通費補助に係る執行管理
【国庫補助基準額】上限額74,250千円（令和8年度当初予算）
【 公 募 期 間 】令和８年３月２日（月）～令和８年３月13日（金）正午
【 事業実施期間 】令和８年４月１日（水）～令和９年２月28日（日）
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